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琉球古墓調査の課題について 

 

An problem at issue the family tomb an era of the 
Ryukyu Kingdom 

 
高良倉吉 

 

はじめに 

琉球史を考察できる重要資料の一つとして、私は前々から沖縄の各地に分

布する琉球王国時代に造営された墓、つまり琉球古墓の存在に注目してきた。

例えば、宮古島の旧平良市の海岸付近に位置する独特な形態の豊見親墓（仲

宗根豊見親墓、知利真良豊見親墓）や、地面を深く掘り込んで造られた多良

間島のいわゆる里主墓などを目にすると、後世の子孫たちは祖先をどのよう

に意識し、その意識を墓という形式にどう表現したのか、という問いが浮上

する。また、具体的な形として私たちの眼前に存在する墓という資料を通じ

て、人びとはどのような歴史情報を送り届けようとしているのか、その疑問

も浮かび上がってくる。 

周知のように、沖縄の墓は実に多種多様であり、これまで多くの研究者や

専門家が調査・研究を行っており、その成果はぼう大である。そのことを念

頭に置いたうえで、あえて私の関心の一端をこの場をかりて記しておきたい。 

結論から先に言えば、歴史資料としての墓を認識するためには、その内部

実態に関する情報が不可欠であり、そのためには様々な機会をとらえて墓内

部を調査する必要があること、沖縄県内にはこの作業を求める貴重な古墓が

今なお数多く存在する、という主張である。 

私が関わった具体的な事例として、伊是名玉御殿の場合を 初に取り上げ

る。 

 

伊是名玉御殿の場合 

伊是名玉御殿（近世史料には「伊平屋島玉御殿」と表記）はそれに関連す
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る史料や記録が存在する稀有な古墓であり、その点に着目して私は「伊是名

玉御殿をめぐる諸相」（1988 年、参考文献１）と題するメモワールを認めた。

その小論において以下の点を指摘した。 

① 伊是名玉御殿は尚真王代に創建され、その後、墓所が数度にわたり移動

して現在の場所に落ち着いた、という趣旨の伝承が近世期に存在した。 

② 現在の場所（伊是名城跡の麓）に造営された墓は当初は木造であった。

板葺きの屋根を持つ小屋（長さ１丈２尺×横９尺）の中に「唐石厨子」

２基を納め、その小屋全体を包むように瓦葺きの建物（長さ１丈８尺×

横１丈２尺）が建設されていた。 

③ この木造二重構造の墓が大破したために、王命により首里王府から修補

奉行や大工が派遣され、1688 年に現在に残る石造の伊是名玉御殿が出

現した。 

④ 造営に際し、墓を組み立てる石材に使用されたのは「伊平屋の阿母加那

志」屋敷跡を囲う石垣だった。 

⑤ 伊是名城跡の麓付近にあった集落（伊是名古集落と推定）は別地に移動

していたが、阿母加那志屋敷は現地に留まっていた。やがて同屋敷も移

転したので、その石垣を玉御殿の石組に転用した。 

⑥ 石造の伊是名玉御殿は東室と西室の２室より構成され、向かって左手

（東室）には尚円王の父母や姉（伊平屋の阿母加那志）、叔母（二かや

田の阿母）、叔父（銘苅大屋子）が、右手（西室）にはそれ以後の姉・

叔母・叔父の末裔が安葬されていると伝えられていた。 

『向姓系図家譜・銘苅家』や『伊平屋島旧記集』、『琉球国由来記』、『球陽』

などの史料・記録により、上記のような興味深い事象が浮上する。また、伊

是名玉御殿の東室は文化財関係者の手で簡単な調査が行われており、その内

部写真や石厨子の写真が『重要文化財玉陵復原修理工事報告書』（参考文献

２）などで紹介されている。 

私は前々から伊是名玉御殿の墓口を開け、その内部を調査したいという希

望を持っていた。2005 年８月、その念願がやっと叶えられた。 

実地調査が実現するためには二つの条件を必要とした。一つは、伊是名玉
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御殿の所有者であった尚裕氏がその墓と周辺区域を伊是名村に寄贈したこ

とであり、その結果、墓調査の可否を村が判断できるようになったことであ

る。だが、何らかの大義名分がないかぎり、所有者の村といえどもおいそれ

と墓調査に同意することはできない。やがて二つ目の条件をクリアーできる

機会が訪れた。尚裕氏の姉、井伊文子氏の分骨に関する相談が子息の井伊直

久氏から私に持ちかけられた。首里玉御殿がふさわしいかもしれないが、同

墓は世界遺産に登録されているなど様々な事情があり困難なので、むしろ始

祖を葬る伊是名玉御殿が適当ではないか、と私は応じた。墓を下見した井伊

氏が納得したので、同氏の意向を伊是名村側に伝えたところ、前田政義村長

は同意してくれた。 

結果として、井伊文子氏の分骨式を伊是名玉御殿において行うという大義

を前提に、事前に墓口を開けてその内部を調査することが可能となった。 

想定外の事業だったために、当然のことながら伊是名村には調査に対応で

きる予算はなかったので、調査に参加するメンバーは手弁当方式で結集して

くれた。安里進（当時沖縄県立芸術大学）・仁王浩司（浦添市教育委員会）・

佐伯信之（同）・田名真之（当時沖縄国際大学）・福島清（当時株式会社国建）・

和宇慶朝太郎（同）・津波古聰（当時沖縄県立博物館）・赤嶺敏（同）・津波

夏子（一般参加）・大城磨美（同）・高屋麻里子（同）の諸氏と私が参加する

総勢 12 人の調査メンバーを組むことができた。考古学や歴史学、建築学、

美術工芸の分野からアプローチすることができたのだが、その成果は『首里

城研究』９号（参考文献３）に公表された（以下の記述は『首里城研究』９

号を前提に展開する）。 

私が特に注目していたのは、先行調査の写真等で概要が把握できる東室の

ほうではなく、その実態が不明であった西室内部における被葬者の状況だっ

た。東室には中国舶来の輝緑岩製の石厨子２基があり、その１基には銘書が

刻字されていることはすでに知られていたが、西室に関してはその内部を覗

いたことがあるという古老の曖昧な証言を除けば、実態は全く不明だったか

らである。 

念願の西室を実見すると、狭い墓室に 20 基に及ぶ厨子が所狭しと並べら
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れていた。銘書を判読すると、代々の伊平屋の阿母加那志や二かや田の阿母、

銘苅大屋子（銘苅親雲上）とその家族であることが判明した。つまり、東室

は始祖を葬る場所、西室は後代の者たちが眠る場所、という区別を確認する

ことができたのである。 

しかしながら、西室の厨子に墨書で記された銘書には、同治９年（1870）

８月６日に「右御殿より出」るという記述が多々あることに驚いた。1870

年８月６日以前までは「右御殿」＝東室に安置されていたが、その時点にな

って一斉に隣の西室に移動したという驚くべき事実が浮上したのである。こ

の事実は、銘苅家文書（参考文献４）等の文献資料によって容易に推察する

ことが可能である。 

尚泰王の命により、首里玉御殿並みの清明祭（いわゆる公事清明祭）を伊

是名玉御殿においても挙行することとなり、そのためのミッションが首里王

府から現地に派遣された。王府派遣の一行は 1870 年８月 10 日に到着し、

13 日に玉御殿の下見を行ったうえで、28 日に「御初祭」を挙行した。公事

清明祭であったが、すでに清明節を過ぎていたために、あえて「御初祭」と

称したのである。つまり、王府派遣の一行が伊是名島に到着する 4 日ほど前

に、東室に安置されてきた多数の厨子はあたふたと西室に移されたことにな

る。 

文献資料から見ると、東室は尚円王の両親と伊平屋の阿母加那志、二かや

田の阿母、銘苅大屋子の初代を葬る場所であり、それ以後の子孫は西室に葬

るべきであるとの規程を王府は設けていた。ところが、そのことは守られて

おらず、東室には２基の輝緑岩製石厨子に加えて陶製の厨子や甕が墓室一杯

に安置されていたのである。王府派遣一行の来島という緊急事態に対応する

ために、王府規程を遵守していたかのような改変が行われた、と推察できる。

王府派遣の一行が下見した時には規程が遵守された形になっており、その状

況が固定化され、墓室に入った私たちの眼前に横たわっていたのである。 

墓室内部の調査で確認できた印象的な事実は他にもある。例えば、墓の二

つの開口部は板戸で閉じられていたという文献情報を裏付ける構造が確認

できたこと、二つの墓室の床面を石敷きで仕上げ、その表面にサンゴ砂利を
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敷き詰めていること、石組みの墓室内部の壁面および天井に至るまで漆喰仕

上げになっていることなど、興味深い多くの事実が確認できた。その具体的

事項については『首里城研究』９号をご参照いただきたい。 

 

その他の興味深い古墓 

（１）金武家墓＝本覚山墓 

墓室内部の調査がいかに大事なのかを伊是名玉御殿は教えてくれた。その

認識をふまえると、琉球古墓を代表する大半の墓が本格的な内部調査が行わ

れないままに放置されている、との自覚を持たざるをえない。 

例えば、首里山川町の金武家の墓の墓庭に建つ本覚山碑文（参考文献５、

105～106 頁）の仮名表記の裏文によると、その墓は尚豊王が母親を安葬す

る目的で 1624 年に造営した。同地に新たに墓を造るために、「石のさいく」

（石細工）を動員し、突貫工事を経て竣工した。つまり、墓の築造目的や築

造年が明らかな存在なのである。墓の入口＝開口部が大きく確保されている

こと、岩陰を掘削して墓室空間を確保したと推定されることなどは確認でき

るものの、その内部実態については全く情報がない。 

（２）大北墓 

今帰仁村の運天にある大北墓については『向姓家譜・具志川家』（参考文

献６）に重要な記述がある。西原間切末吉村の「百姓地山野」に「譲取墓」

を仕立て、その拝領願いが 1761 年 12 月 11 日付で首里王府に提出され、認

可を受けた。また、同年月日付の別文書においては、今帰仁間切運天村にあ

る大北墓の永代拝領を願い出ており、この件も認可されている。後者の申請

書には、具志川家（元は今帰仁家）初代から７代まで今帰仁間切に居住し、

運天村に墓を構え一族を安葬してきた、という事由が述べられている。この

申請書には大北墓の「絵図」が添えられているが、岩を掘り込んで墓室を確

保し、その入口を「門」と表記し、手前には墓庭が広がっている。そして墓

庭の周囲を石積みと見られる区画壁で囲っている。現在の大北墓と同様であ

り、王府による認可から今日に至るまで形状や規模を変えるほどの改修は行

われてこなかったと推察できる。 
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問題はその内部であろう。山北監守を勤めていた今帰仁家＝具志川家は、

1665 年に首里に引き揚げたことが判っており、その時点まで使用された墓

が大北墓だとすれば、同墓は 17 世紀中期までの王国エリート層の被葬状況

をそのまま保持していることが想定できる。 

大北墓については、『沖縄県国頭郡志』（1919 年、参考文献７）に貴重な

メモが記されている。1912 年４月 27 日（旧暦３月 11 日）に行われた同墓

の修理の際に、島袋源一郎らがその内部を実見しており、略平面図を添えて

以下のような事項を記している。墓口から入ると前面とその後方に横長の２

つの墓室があり、「石棺陶棺」が８基、「甕」が４基、安置されていたこと。

各厨子には銘書が記されており、島袋が解読した人名には「イロノヘ按司、

今帰仁按司御一人御名相不知」、「御一人真南風按司、御一人アヲリヤイアン

シカナシ、オリヒカナコイ」などの名が登場する。また、別の銘書には「雍

正十一年癸丑（1733）三月十六日移」の記述が見られることから、一族の首

里引揚げ後の改変があったことも確認できる。 

墓内部の構造や被葬者の状況を確認するためには、この墓の本格的な調査

が必要である。 

（３）池城墓 

今帰仁村字崎山に存在する池城墓も興味深い古墓の一つである。同墓の前

面に建つ碑文（池城墓碑、参考文献５、91 頁）によると、父の崎山大屋子

もい（1662 年 11 月８日死去）、母の大阿母しられ（死去年記載なし）、そし

て姉または妹の玉城ノロクモイ（1667 年 12 月 19 日死去）の３名を安葬す

るために、息子と思われる「ごがのおきて」（呉我掟）がこの墓を造営した。

1670年７月 16日に起工し８月 30日に竣工した、と碑文には刻まれている。

注目されるのは、墓の造営に際して那覇の石細工（瀬底にや）と脇細工（内

間にや）を招聘して工事を行わせたことだろう。工事の発注者は村掟の職に

あり、姉または妹は地方ノロであるにもかかわらず、大金を要したはずの工

事を行わせた。父は大屋子もい、母は大阿母しられを名乗るこの家族をどの

ように説明できるかという疑問は横たわるものの（首里王府において羽地朝

秀が主導する改革が断行されていた時期である）、この墓は二つの注目すべ
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き事実を私たちに投げかけている。その一つは、遠い今帰仁間切の墓の造営

に際して、わざわざ那覇から専門の墓細工が出張したこと、換言すれば、町

方＝都市の那覇には地方に出向いて墓の造営を請け負う職業がすでに成立

していたことであろう。もう一つは、池城墓の建築的な特徴に関することで

ある。硬い石灰岩を掘り込み、墓室を確保したうえで、その外面を木造建築

風の屋根形状にあえて造作している。そして、墓の入口（開口部）を木造の

板戸で塞いでいることであろう。 

この墓の内部がどのような状況になっているか知りたいところであるが、

残念ながら本格的な調査報告は存在しない。『沖縄県国頭郡志』が、「墓内上

下二段に分れ石棺及び甕各数個を安置す」（参考文献７、424 頁）と記す程

度の情報しか手元にない。 

（４）護佐丸祖先墓 

なお、付言すれば、山田城跡に隣接して造営されている護佐丸祖先墓も注

目される。同墓の狭い墓庭に建立されている碑文（護佐丸祖先墓碑、参考文

献５、95 頁）によれば、岩陰を掘り込んで墓室を確保し、その中に「屋形

作」りの収骨器を構えて「一族」を葬ってきた。それが老朽化、劣化したの

で、1740 年に「墓門を修覆し、石厨殿」に作り替えたという。祖先を祀る

子孫たちの意識がどう変化し、その意識が墓にどう関与したかを知ることが

できる事例だと思うが、残念ながら本格的な調査は行われていない。 

 

 

結びにかえて 

先述した私たちの伊是名玉御殿調査は、その墓をめぐる基本像を明らかに

したものではあったが、実は期間の短さや陣容の事情により多くの課題を残

した。 

墓室内の石敷きの下に眠るはずの情報を知るための発掘を行っていない。

墓庭の発掘を実施し、造成地盤や木造時代の遺物・遺構も確かめていない。

大棟の漆喰の損所から瓦が露出していることを確認したが、その一部を解い

て木造時代の屋根瓦との関連を調べたわけでもなかった。さらに、輝緑岩製
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石厨子の内部に納まっている人骨の形質人類学的な分析や DNA 鑑定を行っ

たわけでもない。輝緑岩製石厨子の頭骨群を被うようにかけられていた絹と

思われる布を取り出して、それを解析したわけでもなかった。 

ようするに、より多様な知見を持つ専門家の参加を得て実施されるであろ

う将来の本格的な調査に期待して、私たちの役目をひとまず終えたのだった。 
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